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3月 定例会 (3)

開 催 日 時 令和 2年 3月 18日 (水) 14時 30分

県庁行政棟「教育委員会室」開 催 場 所

1  日目
△
7ヽ

2教 育 長 報 告

3議

O第 38号議案

長崎県立学校管理規則の一部改正について (県立学校改革推進室・特別支援教育課)

4協   議  、

(1)長崎県立学校の教育職員の業務量の導切な管理等に関する規則の制定について     (高 校教育課)

(2)長崎県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の   (学芸文化課)

範囲を定める規則の一部改正について

5報   告

(各課共通)(1)令和 2年 2月 定例県議会の概要について

(2)長崎県教育委員会障害者活躍推進計画の策定にっいて                  (総 務課)

(3)県内市町立幼稚園・小中学校の設置廃止等について               (教 育環境整備課)

(4)令和 3年度長崎県公立学校教員採用選考試験について          (高 校教育課・義務教育課)

(5)統合型校務支援システム (長崎県推奨システム)構築事業の成果について       (義 務教育課)

(6)障害のある子どもの教育の在り方に関する検討委員会第 3回会議について     (特 別支援教育課)

(7)第 35期第 5菌長崎県社会教育委員ら会議結果について               (生 涯学習課)

(8)令和元年度第 2回長崎県立長崎図書館協議会の会議結果について           (長 崎図書館)

題





第 38号議案

(総 務 課 )

(教 職 員 課 )

(特別支援教育課)

長崎県立学校管理規則等の一部改正について

(提案理由)

職及び学科の廃上に伴い、長崎県立学校管審規則 (昭和51年長崎県教育委員会規則第3号)

及び長崎県立学校教職員の人事評価に関する規貝lJ(平成 18年長崎県教育委員会規則第5号)

の一部を改正しようとするものである。       |

(改正要旨)

1 技師 (用務員、調理員、介助景)の廃上に伴い、所要の改正を行う。

(長崎県立学校管理規則第28条第4項、第37条第2項関係)

夕 (長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則第9条関係)

2 「平成 30年度県立高等学校 。中学校生徒募集定員」で募集停止とした県車中五島高等

学校「商業科」、県立西彼農業高等学校「施設園芸科、食品流通科、生活科学科」及び県

立佐世保商業高等学校「総合ビジネス科」を、また、「平成 30年度県立特別支援学校本

学者選考」で募集停止とした県立希望が丘高等特別支援学校「普通科」の生徒が、令和 2

年 3月 で卒業したことに伴い、学科廃上のための所要の改正を行う。

(長崎県立学校管理規則別表第 1′ (第 2条関係))

(内  容 )

別紙規則案のとおり

施行 日 :令和 2年 4月 1日

最終改正年月日 長崎県立学校管理規貝ll 令れ元年 6月 28日          |

長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則!平成 28年 3月 25日

-1-



別紙 (規則案)

長崎県立学校管理規貝Jの下部を改正する規則

長崎県立学校管理規則 (昭和51年長崎県教育委員会規則第 3号):の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の ある。

Ｉ
Ю
Ｉ

(校長、教頭、教諭その他の職員)

条 略

2及び 3 略

4 学校には、前各項に規定するもののほか、必要に応 じて、副校長、

教諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、

士その他の職員を置く。

5略         ´

(職の分類)

7条 略

2 前項の職は、次の表に掲げるとお りとする。

職種上の職 組織上の職

略

(校長、教頭、教諭その他の職員)

略

2及び3 略

4 学校には、前各項に規定するもののほか、必要に応 じて、副校長、

諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、栄養士

介助員、調理員、用務員その他の職員を置く。

5略
(職の分類)

37条 略

2 前項の職は、次の表に掲げるとお りと る。

(ア )

1(第 2条関係)

高等学校 (ア )

1(第 2条関係 )

高等学校

名称 位置 課程 学科

浦郡

上五島

日制

職種上の職 組織上の職

略

陵師 (用務員 介助員 調理員)

名称 本校 。分校1 位置 課程 学科

略

長崎県立中五島高等学校

1辞
輿全日制 普通科

商業科



略

国際コミ■
ニケーショ

ン科

会計 ビジネ

ス科

情報マーケ

ティング科

全日制l左世保市県立佐世保商業高等学校
略

食料サイエ

ンス科

生活デザイ

ン科

全日制西海市県立西彼農業高等学校

略

総合ビジネ

型
国際コミュ

■ケーシヨ

ン科

会計ビジネ
ス科

情報マーケ

ティング科

全日制隆世保市長崎県立佐世保商業高等学校

略

施設園芸科

食品流通科

生活科学科

食料サイ手

ンネ科

生活デザイ

ン科

全日制西海市県立西彼農業高等学校

ｌ
ω
Ｉ

(イ )特 別支援学校

附 則

この規員Uは〈令和 2年 4月 1日 から施行する。

(イ )特 別支援学校

略

生活サエビ

ス科

流通サービ

ス科

環境デザイ

ン科

高等部知的

障害

諫早市長崎県立希望

が丘高等特別

支援学校

略

学科部科
障害

種別
位置

本校・分校

分教室
名称

略

普通科

生活サービス

科

流通サービス

科

環境デザイン

科

高等都的

害

知

障
諫早市長崎県立希望

が丘高等特別

支援学校

略

学科都科
害

別

障

種
位置

本校・分校・

分教室
名称



別 紙 2-2
(規則案)

長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則の一部を改正する規則

長崎県立学校教職員の人事評価に関する規則 (平成18年長崎県教育委員会規則第 5号)の一部を次のように改正する。

１
ヽ
１

次の表に掲げる 改正部分は、下線の部分である。

附 則

この規則は、令和 2年 4月 1日 から施行する。

改正後 改正前

十三浚累穏警
書
=み

び
教職員の区分

二次指導助言者及び

二次評価者

略

略

主幹教諭 (部主事を除く。)濶
導教諭 教諭 (助教諭、講師を

含む。以下同じ。)養 護教諭

(養護助教諭を含む。以下同

じ。)栄 養教諭 実習助手 寄

宿舎指導員 事務職員 栄養士

船長 機関長

路

略

略

次の表のとお りと る

(指導助言者及び評価者)

第9条

十三後累穏1摯
言吉及 び

教職員の区分
二次指導助言者及び

二次評価者

略

略

主幹教諭 (部主事を除く。)指
導教諭 教諭 (助教諭、講師を

含む。以下同じ。)養 護教諭

(養護助教諭を含む。以下同

じ。)栄 養教諭 実習助手 寄

宿舎指導員 事務職員 栄養士

用務員 介助員 調理員 船長

機関長

略

略

略

のとおりとする。次

(指導助言者及び評価者)

第 9条 指導助言者及

1/1



協 議 事 項 (1)

(件 名 ) 長崎県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の

制定について

(概 要 )

令和元年 12月 11日付けで公布された公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与

等に関する特別措晋ヒ法の一部を改正する法律 (令和元年法律第72号)の施行及び義

務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 (昭和46年長崎

県条例第77号)の一部改正 (令和2年 2月 定例県議会上程中)に伴い、長崎県立学

校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則を制定するため、協議するもので

ある。

1 規則案の内容

別紙 1の とおり

2 施行 日

令不日2年 4月 1日
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別紙 1

(規則案)

1 規貝lJ名

長崎県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

2 条文

(目 的)

第 1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関す

る条例 (昭和 46年長崎県条例第 77号。以下「特別措置条例」という。)第 8条の規

定に基づき、県立学校の教育職員 (以下単に「教育職員」という。)の業務量の適切

な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し、必要な事項

を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この翔 llで使用する用語は、特別措置条例で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規貝Jにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる心

(1)在校等時間 特別措置条例第8条第2項の指針 (令和 2年文部科学省告示第 1

号)が規定する在校等時間をいう。

(2)‐ 所定の勤務時間 職員の勤務時間、休暇等に関する条例 (平成 7年長崎県条例

第6号。以下「勤務時間条例」という。)第 8条の規定する休日以外の日における

正規の勤務時間をいう。

(上限時間の原則)

第 3条 県教育委員会は、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を

次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理

を行う。

(1)1日 の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の1箇月の合計時間 (以下

「1箇月時間外在校等時間」という。)45時間

(2)1日 の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の1年間の合計時間 (以下

「1年間時間外在校等時間」という。)360時間

(特別な事情の上限時間)

第4条 県教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない

業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わ

ざるを得ない場合には、前条の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定

の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とする

ため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1)1箇月時間外在校等時間 100時間未満

(2)1年間時間外在校等時間 720時間
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(3)1年のうちl箇月時間外在校等時間が45時間を超える月数 6月

(4)連続する2箇月、3箇月、4箇月、5箇月及びo箇月のそれぞれの期間につい

て、各月の1箇月時間外在校等時間の1箇月当たりの平均時間 80時間

(その他の事項)

第5条 前2条に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員

め健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、県教育委員会が別に

定める。               .

(施希酵明日)      |
この規貝Jは、令和 2年 4月 1日 から施行する。
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(条例案)

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 (昭和46年長崎県条例第77号)の一部を次のように改正する。

参 考

Ｉ
∞
Ｉ

次の表に掲げる規定の改正部分は、 分である。

附 則

この条例は、令和 2年 4月 1日 から施行する。

改正後 改正前

(趣旨)

第 1条 この条例は、地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第 24条第 5項、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号)第42条並びに公

立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 (昭和46年法律

第77号)第 3条及び第 6条の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員 (市

町村立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与負担法 (昭

和23年法律第135号)第 1条及び第 2条に規定する者を含むb)の給与その他の

勤務条件について特例を定めるものとする。      '
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第 7条 教育職員については、正規の勤務時間 (職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例 (平成 7年長崎県条例第 6号。以下「職員勤務時間条例」という。)第 2

条から第 5条まで (市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する

条例 (平成 7年長崎県条例第28号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」とい

う。)の規定により例によることとされる場合を含む。)の規定による勤務時間

をいう。この項において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務

(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、次に掲げる日における正規の

勤務時間中に勤務することを含む。次項において同じ。)を命じないものとす

る。

(1)及び(2)略
2及び3 略

(趣 旨)

第 1条 この条例は、地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第24条第 5項、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭不H31年法律第162号)第42条並びに公

立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 (昭和46年法律

第77号。以下「給特法」という。)第 3条及び第 6条の規定に基づき、義務教育

諸学校等の教育職員 (市町村立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立

学校職員給与負担法 (昭和23年法律第135号)第 1条及び第 2条に規定する者を

含む。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第 7条 教育職員については、正規の勤務時間 (職員の勤務時間、体暇等に関する

条例 (平成 7年長崎県条例第 6号。以下「職員勤務時間条例」という。)第 2条

から第 5条まで (市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条

例 (平成 7年長崎県条例第28号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」とい

う。)の規定により例によることとされる場合を含む。)の規定による勤務時間

をいう。この項及び第 8条において同じЬ)の割振りを適正に行い、原則として

時間外勤務 (正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、次に掲げる日にお

ける正規の勤務時間中に勤務することを含む。次項において同じ。)を命じない

ものとする。

(1)及び(2)略
2及び3 略

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第 8条 教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持

向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行

う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措

置を講ずるものとする。

2 つ の

務監督を行 う教育委員会が規則で定める。



(件 名 )長 崎県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき

市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部改正について

(概 要 )

1.目 的 、

文化財保護条例の施行にかかる事務のうち、県指定の史跡名勝天然記念物

定地内での電線・ガス管・水道管等の改修など、県教育委員会の許可が必要

務処理の一部を市町が処理できるよう権限を委譲する事務について、「長崎

な

育委員会の事務処理の特例に関する条例」の改正を行い、規則で詳細を定めよう

とするもの。

2.内容

現行条例において史跡名勝天然記念物の現状変更にかかる手続きのうち、

へ権限委譲している項目について規則で定めるほか、文化財保護法施行令の

に伴う所要の見直しを併せて行う。

※規則案は別紙のとおり

3.その他

施行 日 :令不日2年 4月 1日

(最終施行年月 日 平成 16年 9月 1口 )

協 議 事 項 (2)
学芸文化課
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別紙

(規則案)

長崎県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則

長崎県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則 (平成16年 6月 1日 長崎県教育委員会規則第 8号)の一部を次の

ように改正する。

※次の表に掲げる規定の文化財保護法施行令等の改正に伴う改正部分は、下線の部分

Ｉ
Ｐ
Ｏ
Ｉ

改正後 改正前

(市町村が処理する事務の範囲)

第 2条 次の表の左欄に掲げる事務は、右欄に掲げるとおりとする。

1 特例条例第 2条の表 1の項
に規定する市町村立学校職員

給与負担法 (昭和 23年法律第
135号)第 1条に規定する職員
に係る市町村立学校県費負担

教職員の給与等に関する条例

(昭和 32年長崎県条例第 46

号)の施行に係る事務のうち、
人事委員会規則に基づく事務
であつて別に教育委員会規則
で定めるもの

1～ 4 略

2 特例条例第 2条の表 2の項
に規定する長崎県文化財保護

条例 (昭和 36年長崎県条例第
16号)の施行に係る事務のう
ち別に教育委員会規則で定め
るもの 一

長崎県文化財保護条例 (昭和 36年長崎県

条例第 16号心以下この項において「条例」
という。)に基づく事務のうち次に掲げるも
の (1のアから土までに掲げるものにうい

ては、県指定史跡名勝天然記念物の指定に

係わる地域内であって、その地域が 2以上
の市町村の区域に及ばないものに限る。 2

及び 3において同じ。)

11 条例第 38条第 1項の規定による現状

変更又は保存に影響を及ぼす行為の う

ち次に掲げる事項の許可に関すること

ア 小規模建築物 (階数が 2以下で、かつ、

(市町村が処理する事務の範囲)

第 2条 次の表の左欄に掲げる事務は、右欄に掲げるとおりとする。

特例条例第 2条の表 1の項に

規定する市町村立学校職員給与

負担法 (昭和 23年法律第 135号 )

第 1条に規定する職員に係る市

町村立学校県費負担教職員の給

与等に関する条例 (昭和 32年長

崎県条例第 46号)の施行に係る

事務のうち、人事委員会規則に基
づく事務であって別に教育委員

会規則で定めるもの

1 職員の給料等の支給に関する規則 (昭

和 33年長崎県人事委員会規則第 15号 )

に基づく事務のうち、扶養親族 (配偶者

及び子に限る。)の認定及び扶養親族の

廃上の認定に関すること。
2 住居手当の支給に関する規則 (昭和 49

年長崎県人事委員会規則第 42号)に基
づく事務のうち、住居手当の決定又は改

定に関すること。
3 通勤手当の支給に関する規則 (昭和 46

年長崎県人事委員会規則第 6号)に基づ

く事務のうち、通勤手当の決定又は改定

に関すること。
4 単身赴任手当の支給に関する規則 (平

成 2年長崎県人事委員会規則第 3号)に
基づく事務のうち、単身赴任手当の決定

又は改定に関すること。



Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｉ

地階を有しない木造又は鉄骨造の建

物であうて、建築面積 (増築又は改築に

あっては、増築又は改築後の建築面積)

が 120平方メー トル以下のものをいう。

イにおいて同じ。)で 2生以内の期間を

限つて設置されるものの新築、増築又は

鯉
イ 小規模建築物の新築、増集又は改築

(増築又は改築にあつては、建築の日か

「ら 50年を経過していない小規模建築物

に係るものに限ると)であつて、指定に

係る地域の面積が150ヘクターブレ以上で

ある県指定史跡名勝天然記念物に係る

都市計画法 (昭和 43年法律第 100号 )

第 8条第 1項第 1号の第一種低層住居

専用地域ェ第二種低層住居専用地域又は

田園住居地域におけるもの

ウ エ作物 (建築物を除く。以下このウに

おいて同じ。)の設置若しくは改修 (迭

筐にあつては、設置の日から 50年を経

過 していない工作物に係 るものに限

る。)又は道路の舗装若しくは修繕 (そ

れぞれ土地の掘削、盛上、切上その他土

地の形状の変更を伴わないものに限

る。)

工 条例第 36条に規定する県指定史跡名

勝天然記念物の管理に必要な施設の設

置又は改修

オ 電柱、電線、ガス管、水管二下水道管

その他これらに類する工作物の設置又

は改修

力 建築物等の除却 (建築又は設置の日か

を経過 していない建築物等に

土 木竹の伐採 (県指定名勝又は県指定天

然記念物の指定に係る木竹については、

危険防止のため必要な伐採に限る。)

係 るものに限る)

ら50年

築
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附 則

この規則は、令和 2年 4月 1日 から施行する。



【参考 】

(文化財録護法施行令の改正に伴 う所要の規則の見直し)

Ｉ
Ｐ
ω
ｌ

工 条例第 36条に規定する県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要

は改修

な施設の設置丞工 条例第36条に規定する県指定史跡名勝天然記念物の管理に

修又は除却

必要な施設の設置述

あっては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道

路の舗装若しくは修繕 (それぞれ土地の掘削、盛上、切土その他土地の形状の変更

を伴わないものに限る。)

ウ 工作物 (建築物を除く。以下このウにおいて同じ。) の設置査しくは童修 (改修に

修又は除却にあつては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限

る。)又は道路の舗装若しくは修繕 (それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の

形状の変更を伴わないものに限る。)

ウ エ作物(建築物を除く。以下このウにおいて同じ。)の設置、改修若しくは除却(改

年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の

面積が150今クタール以上である県指定史跡名勝天然記念物に係る都市計画法 (昭

和43年法律第100号)第 8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域こ第二種低層

住居専用地         におけるもの

イ 小規模建築物の新築、増築又は改築 (増集又は童築にあうては、建築の日から50

築の日から50年を経過していない小規模建築物に係るものに曝る1)であつて、指

定に係る地域の面積が150ヘクタール以上である県指定史跡名勝天然記念物に係る

都市計画法 (昭和43年法律第100号)第 8条第1項第1号の第一種低層住丹専用地

域又は第二種低層住居専用地域におけるもの            |

イ 小規模建築物の新築、増集、改築又は除却 (増築、改築又は除却にあつては、建

であって、建築面積 (増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が 120

平方メートル以下のものをいう。イにおいて同じ。)で 2年以内の期間を限?て設置

されるものの新築、増集丞L菫塾

ア 小規模建築物 (階数が2必下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物

であって、建築面積(増集又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が 120

平方タートル以下のもめをいう。イにおいて同じ。)で 3月 以内の期間を限つて設置

されるものの新築、増集、改築又は除却

ア 小規模建築物 (階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物

長崎県文化財保護条例 (昭和36年長崎県条例第16号。以下この項において「条

例」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1のアから土までに掲げるもの

については、県指定史跡名勝天然記念物の指定に係わる地域内であつて(その地域

が2以上の市町村の区域に及ばないものに限る。2及び3において同じ。)

条例第 3d条第1項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のうち次

に掲げる事項の許可に関すること

1

2 長崎県文化財保護条例 (昭和36年長崎県条例第16号。以下この項において「条

例」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの((1)のアから二までに掲げるも

のについては、県指定史跡名勝天然記念物の指定に係わる地域内であつて、その地

域が2以上の市町村の区域に及ばないものに限る。(2)及び(3)1こおいて同じ。)

(1)条例第 38条第1項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のうち

次に掲げる事項の許可に関すること

改正 (案 )現行条例による規定

1/2
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オ 埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改修 オ 電柱、電線、ガス管、水管ェ下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改

修

(新設) 力 建築物等の除却(建築又は設置の日から50年を経過していない建築物等に係る

ものに限る。)

空 木竹の伐採 (県指定名勝又は県指定天然記念物の指定に係る木竹については、危
険防止のため必要な伐採に限るむ)

土 木竹の伐採 (県指定名勝又は県指定天然記念物の指定に係る木竹については、危

険防止のため必要な伐採に限る。)|

(新設) ク 県指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取

キ 県指定天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当

該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防上のため必要な捕獲及び当該

捕獲した動物の飼育又は当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着

ケ 県指定天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当

該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該

捕獲した動物の飼育ェ当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は当該捕

獲した動物の血液その他の組織の採取

ク 県指定天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受げ又

は借受け
二 県指定天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又

は借受け

空 県指定天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの (現に繁殖のため
に使用されているものを除く。)の除却

上 県指定天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの (現に繁殖のため
に使用されているものを除く。)の除却

ニ アからケまでに掲げるもののほか条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務
であつて男l∫lこ規則で定めるもの

立 アからサまでに掲げるもののほか条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務
であつて別に規則で定めるもの       !

(2)条例第38条第2項において準用する条例第15条第2項の規定による指示 (前号
アから耳までに掲げる事項に係るものに限る。)  ～

2 条例第38条第2項において準用する条例第15条第2項の規定による指示 (前号
アからシまでに掲げる事項に係るものに限る。)

(3)条例第38条第2項において準用する条例第15条第3項の規定による停止命令又
は許可の取消し (第 1号アからヨまでに掲げる事項に係るものに限る。)

3 条例第38条第2項において準用する条例第15条第3項の規定による停止命令又
は許可の取消し (第 1号アからシまでに掲げる事項に係るものに限る。)
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報 告 事 項 (1!)
課 共 通

1 日 程

会  .期 令和2年 2月 25日 γ 令和2年 3月 19日

二般 質 問 令和2年 3渭  3日 ～ 令和 2午

'月

 5F

総括 質疑 令和2年 3月  6日   i

常任委員会 令不口2年 2月 26日 、 令和2年 2月 ?9日

令和2年 3月 ′9日 ～ 令和2年 3月 10甲

2.議 案

原案のと り可決

・第91号議案 (予算議案)

令和元年度長崎県一般会計補正予算 (第 7号)の うち関係部分

ど第1号議案 (予算議案)

令和2年度長崎県一般会計予算のうち関係部分

`第 77号議案 (予算議案)     |

令和元年度長崎県下般会計補正予算 (第 6号)の うち関係部分

・第20号議案 (条例議案)

職員の服務の宣誓に関する条例及び議会の議員その他非常勤の職員ゅ公

務災害補償等に関する条例の二部 改々正する条例  |

・第21号議案 (条例議案)

職員の勤務時間t休暇等に中する条例及び市町村立学校県費負担教職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

。,第 38号議案 (条例議案)

市町村立学校県費負担教職員定数条例及び県立学校職員定数条ケllの一部

を改正する条例

きものと決定ベとおり可決
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・第39号議案 (条例議案)

義務教育諸学校等の教育職景?給与等に関する特別措置に関する条例の

一部を改正する条例

。第40号議案 (条例議案) ―               ―

長崎県文化財保護条例等の一部を改正する条例

・第41号議案 (条例議案)

長崎県立対馬歴史民俗資料館条例を廃止する条例         ―

・第76号議案 (計画議案)

第二期長崎県立高等学校改革基本方針について

む.一般質問等における主な質疑事項 (報告事項 (¬ )資料1年 9頁)  イ

。ふるさと教育の充実について            (久 保田将誠議員)

・佐世保工業高校への造船系学科の新設について  (吉村 洋議員)

・県立世宍日原少年自然の家の運営について     (吉 村 洋議員)

i鷹島水中遺跡り保存活用について        (北 村貴寿議員)

・教職員の労働時間規制 (「給特法」改正)に ともなう取り組みに

っぃて                ,   (坂 本 浩議員)

・結団式・解団式の合同開催について _(自体 P全国障害者不ポーツ大

会について)                 (宅 島寿∵議員)

・国史跡鷹島神崎遺夢ゅ保存と活用について    (石 本政弘議員)

・新型コロナウイルス対策 (教育現場における対応)(川崎祥司議員)

・長期入院生徒人の学習支援について       (テ |1崎祥司議員)

・性の多様性本の理解促進について        ()iI崎 祥司議員)

・教育費について (令和2年度の耳玉事業とは。又そのねらいと成果目模

について)      .            (中 山 功委員)
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41文教厚生委員会等における主な質疑事項 (報告事項 (1)資料10～ 51頁

0第 91号議案 令和元年度長崎界一般会計補正予算 (第 7号)の うち

関係部分 【2/26:経済対策】

○薪型コロナウイルス感染症への対策等にらぃて 【2/29】

O陳情審査  6件

〇所管事務に関する質疑・

・「障害のある子どもの教育の在り方に関する検討委員会」について

。新しい高校入試制度について

i令和元年度におけるユネスヨ無形文化遺産への提案候補の選定に

ついて

・新型コロナウイルスヘの対応について

。物品の発注について

・教科書採択について

▲新規高等学校卒業者の就職状況について

。男女混合名簿にういて

・変形労働時間制の導入について

・教育長と語る会ついて  ・

・競技力向上について

。(公財)長崎県体育協会の財政状況について

。鷹島神崎遺跡について
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概  要

件  名

1 経緯等

平成 30年に国や地方自治体において障害者雇用率の不適切な計上

が明らかになつたことを踏まえ、障害者の雇用の促進等に関する法律

(障害者雇用促進法)が令和元年 6月 に改正 (計画部分は令和 2年 4

月 1日 施行)され、国や地方自治体が、障害者である職員がその有す

る能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進に関す

る取組を総合的かつ効果的に実施するよう、「障害者活躍推進計画」

の策定が義務付けられたもの。

2 障害者活躍推進計画の概要

① 計画期間 :令和 2年度から令和 6年度までの5年間

② 策定方法 :国の指針に基づき、障害のある職員や障害者団体から

の意見聴取等を行い策定

③ 障害者活躍推進計画 (案)別 添のとおり

※検討等実施状況

・職員アンケートの実施 (期間 :2/14～2/20)

・障害のある職員の参画 (3名 )

・本庁各課、地方・教育機関への意見照会
。障害者関係団体への意見照会

・庁内障害者雇用促進チームによる検討会議 (3/13実施)

3 今後の日程 (予定)

4月 中に県ホームページで公表予定

長崎県教育委員会 障害者活躍推進計画の策定について

報 告 事 項 (2)
総 務 課
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報 告 事 項 (3)
教育環境整備課

令和2年度の市町立幼稚園、小中学校及び義務教育学校の設置廃

上等は、下記のとおり。

学 校 数

1園

1園

2園

11交

1校

2校

1校

1校

2校

市 町 名

平戸市

南島原市

計

長崎市

雲仙市

計

長崎市

対馬市

討

内 容

廃 上

廃 止

廃 上

種 別

幼稚園

小学校

中学校
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R2.3.18現在

市町立幼稚園・小中学校異動予定一覧

幼
　
稚
　
田

種
別

中
学
校

小
学
校

長崎市

長崎市

平戸市

内  容

(異動なし)

対馬市

学 校 名

R2.3.31

R2.3.31

R2.3.31

R2.3.31

R2 3.31

R2.3 31

異 動
年月日

所型認定こども国に移行
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令和 3年度長崎県公立学校教員採用選考試験について

1 試験期日・場所 ;内容

(1)第 1次試験
。実施日:令和 2年 7月 12日 (日 曜日)

・場 所 :県立長崎西高等学校、県立長崎工業高等学校

・内 容 :筆記試験 (教職 。一般教養、専Fヨ教科科目)

実技適性試験 (該当校種・教科科目のみ)

(2)第 2次試験A日 程
。実施日 :令和 2年 8月 17日
・場 所 :県教育センタ‐
・内 容 :適性検査、小論文

(月 曜 日)

(3)第 2次試験B日 程
。実施日:令和 2年 8月 27日 (木曜日)から9月 4日 (金曜日)の

うち1日 または2日 を指定して実施

・場 所 :県教育センター

・丙 容 :個人面接、実技適性試験 (詳細は実施要項に記載)

適性検査 (本免申請者のみ)

(4)第 2次試験C日 程
※小学校本免申請者で、関東会場での受験を希望する者対象

・実施日:令和2年 9月 13日 (白 曜日)

・場 所 :筑波大学東京キャンパス文京校舎
・内 容 :適性検査、個人面接

2 実施要項等交付

(1)開 始 日:令和 2年 5月 8日 (金曜日)(予定)

(2)入手方法 :高校教育課ゅホー小ぺ~ジかわダウンロードして入手する。

件 名

概  要

報 告 事 項 (4)
高校教育誤 。義務教育課
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3 出願手続

(1)出願方法 : 原則としてインターネットを利用した電子申請で出願する

ことc

ただし、小学校本免申請者で、関東会場での受験を希望す

る者は、郵送で出願すること (関東会場受験希望者の電子

申請は不可)。 ※詳細は実施要項を参照。      .
令和 2年 5月 18日 (月 曜日)午前 10時から5月 29日
(金曜日)年後 5時まで

※郵送の場合は5月 29日 (金曜日)まで消印有効
ただし、小学校本免申請者で、関東会場での受験を希望す

る者は以下の期間とする (郵送のみ)。

令和 2年 5月 18日 (月 曜日)から8月 31日 (月 曜日)

消印有効

(2)出願期間 :

※令和 3年度長崎県公立学校教員採用選考試験の試験日程等の概要及び

笏1買臣I蕉

`

て ,■ 、 月下旬以 隆に高構教育課のホエムペ‐ジで公表こつ い 3

し、志願者に周知を図る。

4 令和 3年度長崎県公立学校教員採用選考試験の変更点について

(1)出願資格 (年齢)について
。本務者免除制度による志願者の年齢制限を緩和し、志願者数を確保

する。

(2)出願資格 (免許状)について
。対象教科を拡大し、志願者数を確保する。

(3)特別支援学校の併願について

・採用枠が拡大し、本制度の必要性がなくなつたため廃止する。

小学部と中 。高等部で併願可能。

《現行》

併願を廃止する。

《変更案》

満 49歳以下の者

ただし、障害者特別採用選考の志

願者及び一般選考の高等学校教諭

のうち、家庭、情報、農業、工業、

水産、商業、看護、福祉の志願者に

限り、満 59歳以下の者。

《現行》

満49歳以下の者

ただし、障害者特別採用選考の志

願者、本務者免除制度による志願者

及び■般選考の高等学校教諭の う

ち、家庭、情報、農業、工業、水産、

商業、看護、福社の志願者に限り、

満 59歳以下の者と

《変更案》

高等学校看護科教諭については、

特別免許状による採用がある。

《現行》

高等学校のうち、家庭、情報、農

業、工業、水産、、商業、看護、福

曇科教諭については、特別免許状
による採用がある。

《変更案》
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《変更案》

廃止する。

を提示しこ個人面接でる

《現行》

教科面接直前に課題を提示し

実施。

校種・職種

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

(4)名 簿登載期間延長制度について

・対象を拡大し、採用候補者の資質向上を図る。

《変更案》

全ての大学院を対象

《現行》

教職大学院のみを対象

(5)本務者免除制度による受験者の免除内容について

・第 2次試験の小論文を免除して、本務者免除制度による受験者の負担

を軽減する。

(6)2次試験について

①小学校教諭および養護執諭実技適性試験について
。実技適性試験を廃止することで受験者の負担を軽減する。

・養護教諭は、B日 程で児童生徒の対応・技能等に関する課題を提示

個人面接で質問する。

②B日程教壇における課題面接について

・教壇における課題面接は廃上し、個人面接直前に教科に関する課題

を提示し、個人面接で質問する。

《変更案》

各校種・職種、左記の内容に

加え第 2次試験の小論文も免

除。

《現行》

第 1次試験の全て

第 2次試験の実技適性試験

(※実技適性試験は次年度廃

止 )

第 1次試験の教職・

試験

一般教養

第 1次試験の教職 。一般教養

試験

第 1次試験の全て

第 1次試験の全て

校種・職種

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

養護教諭

《変更案》
摩止するハ

廃止する。

対応・技能等に関する課題を

提示し、個人面接で質唾

《現行》

B日 程において実施。

A日 程において実施。

校種・職種
小学校

養護教諭
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高等学校、特別支援学校

小学校、中学校、養護教諭

校種・職種

Ⅱ
一

I

I

区分

令和 2年 12月 31日 まで

に、区分 Iの合格者に辞退者

が生じた場合、または定年退

職以外で退職を希望する本務

者が生じた場合、区分Ⅱの合

格者の中から順に区分 Iと し

て扱い任用する。

原則として任用すると

原則として任用する。

任用について

なお、「区分Ⅱ」の者のうち任用されなかった者は、同校種・職種を受験

名簿に登載し、任用はこの中

1 全 て

合格者は、長崎県公立学校教員
から行う。

《変更案》

合格者は、長崎県公立学校教員採用候補者名簿に登載し、原則として任

用するど

《現行》

(7)第 2次選考結果の通知等について
。合格者の辞退及び定年退職以外の退職希望者が生じた場合、採用候補

者を補 う。
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統合型校務支援システム (長崎県推奨システム)構築事業の成果について

1.目 的

O教職員の業務改善及び情報セキュリティの強化等に資する「統

支援システム」(あ らゆる校務情報を一元的に集約し、効率的に処理でき

る高機能システム)の市町の導入を推進するため、導入に関するノウ

ウや費用等の情報を県内市町に提供し、長崎県推奨システ本の普及を

る。
○実証地域において、働き方改革に資する F統合型校務支援システム」

効果的な運用について事例を収集する。

①本事業を受け、各市町が「統合型校務支援システム (長崎県推奨シス

ム)」 の導入計画を策定する。

2,事業効果

共通のジステムを全県的に導入することにより、

①広域交流人事等による教職員の業務負担を軽減し、超過勤務を縮減する。

②教職員の児童生徒と向き合う時間が確保され指導が充実する。

③学校における情報セキュリティ村策が強化される。

④市町の導入コストを軽減し、財政状況による市町間格差の解消が進む。

3.成果

(1)導入状況 ※平成 29年度末 1.4%(全国最低)

割合 (%)
24. 2
41.4

学校数

114
205

市町数

3

8

年度

平成 30年
令和元年

(2)低廉化
県単位で共同調達を行つたことにより、共同調達を行わなかつた場合と

比較すると、市町の負担するシステム導入に係る初期費用は0円 ―
(県が

担)に、使用料も削減。

(3)勤務時間の縮減

導入前 (平成30年 12月 )と導入後 (令和元年 12月 )の勤務時間

比較。
統合型棟務支援システムの導入により縮減された勤務時間 (速報値)

教頭  約50分/日   教諭  約30分/日
O教育委員会への報告書作成にかかる時間が以前に比べ削減できた。

○各教科の評定チェックなどが短時間でできるようになつた。

①職員へのアンケートをシステム上で行うことで集計時間を削減するこ

とができた。

件  名

概  要

報 告 事 項 (5)
義務教育課
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R2.1義務教育課

統合型校務支援システム (長崎県推奨システム)構築事業
1 事業目的 |

○教職員の業務改善及び情報セキュリティの強化等に資する「統合型校務支援システム」の市
町の導入を推進するため、導入に関するノウハウや費用等の情報を県内市町に提供 し、長崎県
推奨システムの普及を図る。
実証地域において、働き方改革に資する「統合型校務支援システム」の効果的な運用につい
て事例を収集する。
本事業を受け、県内市町が「統合型校務支援システム (長崎県推奨システム)」 の導入計画
を策定する。

2事 効果 |

〕
E「a 3 事業組織

市

町
共
同
調
達
等

学

県教育委員会

長崎県推奨
システム

長崎県統合型校務
支援システム導入

検討委員会
大学、市町教育委
員会、小中学校、
事業者

市町教育委員会
実践検証

長崎市、雲仙市、長与町、

小値賀町において実施

○平成30年度システム導入校数 3市町 114校
。長崎市 lo8校 (小学校69校、中学校39校 )

・長与町  3校 (中学校 3校)
。小値賀町 3校 (小学校 2校、中学校1校 )

Oシステム導入率
平成29年度末 1.4% → 平成30年度末 24.2%

(参考 :全国平均 S2.5%)

ｌ
Ю
６
Ｉ

善

園

争
手
　

‘与

一一一
一
Ｉ

・

琴募
イ　
　
一■
針

共通のシステムを全県的に導
入することにより、
①広域交流人事等による教職

員の業務負担を軽減し、超
過勤務を縮減する。

②教職員の児童生徒と向き合
う時間が確保され指導が充
実する。

③学校における情報セキュリ
ティ対策が強化される。

④市町の導入コス トを軽減し、
財政状況による市町間格差
の解消が進む。

・長崎市
・雲仙市
・小値賀町

。大村市 ・対馬市
。長与町 ・波佐見町
・佐々町

令和元年度末 41.4



統合型校務支援システム (長崎県推奨システム)構築事業

効果測定

統合型校務支援システムの導入による繁忙期の動務時間の変化 (速報値)

勤務時間の変化

11.5

生生

生2

，
画
呵
― ― 教頭

oう o君次諭

10.5

10

9.5

9

導入前  7カ 月後  12ケ 月後

1

※導入前 (平成30年 12月 )と
導入後 (令和元年12月 )の
勤務時間を比較

盈

教 頭 (平均 )

教 諭 (平均 )



統合型校務支援システム (長崎県推奨システム)構築事業

導入効果・好事例 (実証地域からの報告抜粋)

Ｉ
Ю
∞
ト

＜

○

○

●

1こ る >
教育委員会への担告書作成にかかる時間が以前に比べ削減できた。
出席の集計が自動的に反映されるため、集計ミスが少なくなつた。

く成績処理に関するもの>
各教科の評定チェックなどが短時間でできるようになうた。

―
ヽ

できるため、成績処理のシステム利用への抵抗感は感しられなかつた。

く情報共有 と掲示板に関するもの>
掲示板の活用により、教職員の空き時間に応して、情報共有ができた。
職員へのアンケー トをシステム上で行うことで集計時間を削減することができた。

くその他全般的なもの>
教育委員会から学校への文書発出処理を紙媒体から統合型校務支援システムの機

能に一元化することで、文書フロTが効率1ヒされた。

B



障害のある子どもの教育の在り方に関する検討委員会第 3回会議について

i 開催日 令和 2年 2月 19日 (水 )

2 会議内容
「幼稚園等、小学校、中学校、高等学校における特別支援教育の

充実について」

○各校種の現状と課題、その方向性について (委員情報提供)

①個に応じた切れ目ない指導や支援の充実

。「個別の教育支援計画」、「個別の指導計画」に関して、保護者との

携や学校間の引継ぎを確実にしていく必要がある。

②教職員の専門性の向上

・すべての教員の特別支援教育に関する

あり、研修の体系化や特別支援教育コ

支援体制 。組織づくりが必要である。

知識やス キ ル を 局 め て 予 く必 要

ア イ ネ タ を 中J泌 と した

・特別支援学級や通級担当教員の特別支援学校教諭免許状取得を進める

とが必要である。

③関係機関との連携の充実

。医療、福祉など外部の機関から専門的な助言を得たりt情報共有を行

たりすることが重要であることから、連携体制を強化していく必要が

る。

つ

④進路指導の充実   |

・生徒の特性に合わせた、進学や就職に向けた指導や支援体制の充実、
一路先との情報共有、進路先での支援体制の構築を図つていく必要が

る。

⑤教育環境の充実

・施設のバリアフリーイヒやICT環境の充実など、学校における

を■ニバーサルデザイン化していく必要がある。

件  名

概  要

報 告 事 項 (0)
特 別 支援 教 育誤
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概  要 O委員からの主な意見等

①特別支援教育の視点を生かした学級経営、個に応じた指導 。支援の

充実

。新学習指導要領では、通常の学級において、発達障害の対応を含め、障

害のある子どもの困難さに対する配慮を提供していくことが規定され

た。通常の学級の担任の授業づくりを支援していく仕組みを構築してい

く必要がある。

②校内の人材を活用した効果的な支援体制の構築

。小中学校等の特別支援教育に関する問題解決能力を高める必要がある。

そのためには、自分たちの地域の資源を活用していく必要がある。その

際、特別支援教育コーディネーターや指導教論をうまく活用していぐこ

とも重要である。

・管理職が特別支援教育に対してどのくらい優先して考えているかどうか

で違う。特別支援教育
^の

意識は、学校によらて差がある。管理職の意

識の向上が課題であり、管理職研修で、もつと特別支援教育の重要性を

伝えてほしい。      _

③切れ目ない支援体制の構築

・個別の教育支援計画等に関して、引き継ぐのは誰の役割かなど、引継ぎ

の要領などを整理する必要がある。

・個別の教育支援計画の引継ぎには保護者の同意が必要となっている。保

護者の考え方も様々で、せつかく作つたものが引き継げないこともある

ので、保護者に引継ぎが大事であることの理解を促すことが重要であるも

④学校内外の専門家・関係機関等と連携した支援の充実

。特別支援学級や通級による指導において、自立活動の重要性をはじめと

した担当する教員の専門性の向上が求められている。特別支援学校の教

員によるセンター的機能による支援は非常に効果的である。その際、特

:別支援学校の教員の指導機能も必要になるかもしれない。

・生徒が医療や福祉など必要な社会資源を知らないこともある。例えば、I

票錘慧麗峯客笠隼言炉窯F羹錘蓬警宅建蒸蓬誓石皇獲祭盆ぞをRち書禦
を、学校側にも把握してもらい、医療や福祉につながる情報を提供する

ことも重要である。

-30-



第35期第5回長崎県社会教育委員の会議結果について

1.開催白  令和2年 2月 3日 (月 )

2.出席者  社会教育委員 13名 (欠席 3名 )

3.会次第

(1)開会

(2)委員会議事 (社会教育法第 13条関係)

令和 2年度補助金について

(3)中野委員活動報告
「日独青少年指導者セミナ‐」

(4)その他協議事項

① 「教育委員と社会教育委員との意見交換会」実施報告

②ふるさと教昔に関連する庁内関係課からの今年度の

実施状況報告と令和 2年度の事業説明及び意見交換

(5)閉会

4.協議内容 (概要)

① 社会教育法第 13条に基づき、令和 2年度の社会教育関係団体への補

について審議

○ 中野委員による昨年 11月 の「日独青少年指導者セミナー」の

○ 意見交換において、各委員からは、以下のような意見が出された。

・県の社会教育委員の活動と取組が、県内21市町全てで行われていく

ような典型になつていかなければならない。

・教員や子ども、地域の大人達も含めて、「誇りの空洞化」が大きな

題。社会教育関係者と部局が連携し、総合施策として取り組んでいた

きたい。

・学校教育であれ、社会教育であれ、「教育」と名のつくものはすべ

「人材育成」である。まちづくりを議論する時に、教育が担う役割は、

ふるさとを担ってゆく人材を育成すること。

件  名

摘 要

報 告 事 項 (7)
生涯 学習誤
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報 告 事 項 (8)
長崎図

概  要

件  名

1 開催日

2場 所

3 出席者

4 会次第

5概 要

○令和元年度の事業報告 (令和 2年 1月 末現在)

①令和 2年度の事業計画 (案)についての説明

<主な意見>
さ市町立図書館への協力貸出しやレファレンスの傾向について

。子どもの読書活動の推進について

|  ・ ミライ6n図書館の来館者数について

D協力車の巡回コースについて

。県内図書館の状況について

6 今後の予定等 ´

・令和 2年 8月 に令和 2年度第 1回会議を開催予定

※参考

図書館協議会 (根拠法令 :図書館法第 14条 )

図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う

図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関

令和 2年 2月 17日 (月 )

長崎県立長崎図書館 (ミ ライ on図書館)

長崎県立長崎図書館協議会委員 9名

館長、副館長、各課長等

(1)開会

(2)協議等  !           
｀

・令和元年度主要事業実施状況について

。令和 2年度事業計画 (案)について

。その他

令和元年度第2回長崎県立長崎図書館協議会の会議結果について
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